
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
増幅器で発生する歪を補償する歪補償装置において、
増幅器で発生する歪の補償を制御する歪補償の制御系と被増幅信号が流れて歪補償用の歪
が発生させられる主信号系との間の遅延時間を調整することを、基準となる遅延時間に所
定の調整時間を加算した時間を遅延時間とした場合における歪残存量と当該基準となる遅
延時間から当該所定の調整時間を減算した時間を遅延時間とした場合における歪残存量と
で小さい方に対応した調整後の遅延時間を更新後の遅延時間として選択することにより行
う、
ことを特徴とする歪補償装置。
【請求項２】
請求項１に記載の歪補償装置において、
更新される遅延時間を最適な遅延時間に近づけるように、遅延時間の更新を繰り返して行
う、
ことを特徴とする歪補償装置。
【請求項３】
請求項２に記載の歪補償装置において、
基準となる遅延時間における歪残存量と調整後の遅延時間における歪残存量との差が小さ
くなるに応じて、調整時間を小さくしていく、
ことを特徴とする歪補償装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、増幅器で発生する歪を補償する歪補償装置に関し、特に、当該増幅器により増
幅される信号に対して発生させる歪の量を制御するタイミングを調整することにより、高
精度な歪補償を実現する歪補償装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば携帯電話システム等の移動無線通信システムでは、基地局装置が統括するエリア（
セル）の端までに存する移動局装置との間で無線通信するのを可能とするため、及び、通
信状況によっては基地局装置が複数の移動局装置（複数のユーザ）に対して同時に信号を
無線送信するため、基地局装置は大電力で信号を送信することが必要となる。また、同様
に、基地局装置から無線送信される信号を受信及び増幅して当該増幅信号を移動局装置に
対して無線送信する中継局装置（中継増幅器）においても、大電力で信号を送信すること
が必要となる。
【０００３】
このため、上記のような基地局装置や中継局装置では、セルの端までの物理的距離をカバ
ーすることが可能な（大）電力増幅器（ＰＡ：Ｐｏｗｅｒ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）により
送信対象となる信号（例えば変調波）を所望のレベルに増幅することが行われている。し
かしながら、このような増幅器では、素子の限界点（飽和点）近辺で、非線型な応答（Ａ
Ｍ－ＡＭ変換やＡＭ－ＰＭ変換）の特性を示してしまい、非線型歪が発生してしまうとい
う問題がある。
【０００４】
また、例えば電波法では、各種の無線通信サービスを行う者に対して、隣接する帯域を用
いて無線通信する異なるサービス間での影響を無くすべく、厳しい帯域制限を課する規定
が設けられている。
【０００５】
そこで、上記のような増幅器で発生する非線型歪を補償する方式として、従来では、例え
ば当該増幅器で発生する非線型歪と逆の特性を有する（つまり、当該非線型歪を打ち消す
）歪を前段で発生させることにより当該非線型歪を補償するプリディストータ型歪補償方
式が用いられている。
【０００６】
なお、上記のような非線型歪を補償する方式としては、他にも、例えばフィードフォワー
ド型歪補償方式や負帰還型歪補償方式等の歪補償方式がある。ここで、例えばフィードフ
ォワード型歪補償方式では、動作が安定であるという利点があるものの、歪検出ループに
おいて（主増幅器で発生する）歪成分を抽出するとともに歪補償ループにおいて当該歪成
分を副増幅器で増幅して当該増幅信号を主増幅器の出力信号から差し引く処理を行う必要
があることから、回路が複雑となるとともに、副増幅器により電源効率が低下してしまう
という問題がある。これに対して、プリディストータ型歪補償方式では、構成が比較的簡
易で、副増幅器を必要としないことから、回路規模と電源効率の点で特に有利となる。
【０００７】
次に、上記のようなプリディストータ型歪補償方式により歪補償を行うプリディストータ
を備えた（歪補償）増幅装置の一例を示す。
図１１には、プリディストータを備えた増幅装置（プリディストーション機能付き増幅器
）の回路構成例を示してあり、同図を参照して、当該増幅装置の動作例を示す。なお、こ
の増幅装置は、上記のような基地局装置や中継局装置の送信部に設けられており、送信対
象となる信号（送信信号）を送信機から入力し、当該信号を増幅器により増幅してアンテ
ナへ出力する。
【０００８】
まず、送信機から出力される送信対象となる信号が（当該増幅装置に）入力され、当該信
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号が２つに分配されて、一方の分配信号が遅延手段８１に入力される一方、他方の分配信
号がレベル検出部８５に入力される。
【０００９】
ここで、図１２には、送信機から増幅装置に入力される段階における信号のスペクトラム
の一例を示してあり、同図中の横軸は信号の周波数［ｋＨｚ］を示しており、縦軸は信号
のレベルを電力比［ｄＢ］により示してある。同図に示されるように、この段階では、プ
リディストータ（可変減衰器８２及び可変移相器８３）による歪や増幅器８４による歪を
受けていないため、使用帯域外の不要な信号のレベルが低いスペクトラムとなっている。
【００１０】
遅延手段８１は、入力される信号（一方の分配信号）を遅延させて可変減衰器（アッテネ
ータ）８２へ出力する。
可変減衰器８２は、遅延手段８１から入力される信号の振幅を、後述するＤ／Ａ変換器８
８から入力される（アナログ）制御信号に応じて変化（減衰）させることにより当該入力
信号に対して当該制御信号に応じた量の振幅歪を発生させて、当該信号（振幅歪を含む）
を可変移相器８３へ出力する。
【００１１】
可変移相器８３は、可変減衰器８２から入力される信号の位相を、後述するＤ／Ａ変換器
８９から入力される（アナログ）制御信号に応じて変化させることにより当該入力信号に
対して当該制御信号に応じた量の位相歪を発生させて、当該信号（位相歪を含む）を増幅
器８４へ出力する。
なお、この例では、直列に接続された可変減衰器８２と可変移相器８３や、これらを制御
する制御系８１、８５～９０からプリディストータ（前置歪発生器）が構成されている。
【００１２】
増幅器８４は、可変移相器８３から入力される信号を所望のレベルに増幅し、当該増幅信
号を（当該増幅装置から）アンテナへ出力する。
ここで、図１３には、例えば歪補償が行われないとした場合に増幅器８４から出力される
信号のスペクトラムの一例を示してあり、同図中の横軸は信号の周波数［ｋＨｚ］を示し
ており、縦軸は信号のレベルを電力比［ｄＢ］により示してある。同図に示されるように
、この場合には、増幅器８４で発生する歪に起因して、使用帯域外に歪成分（隣接チャネ
ルへの漏洩電力）が発生したスペクトラムとなっている。
【００１３】
また、このような歪成分は、増幅器８４で発生する歪とは逆の特性の歪（振幅歪や位相歪
）を上記したプリディストータ（可変減衰器８２及び可変移相器８３）で発生させること
により、補償することができる。
ここで、図１４には、プリディストータにより歪補償が行われた場合に増幅器８４から出
力される信号のスペクトラムの一例を示してあり、同図中の横軸は信号の周波数［ｋＨｚ
］を示しており、縦軸は信号のレベルを電力比［ｄＢ］により示してある。同図に示され
るように、この場合には、増幅器８４で発生してしまう使用帯域外の歪成分（隣接チャネ
ルへの漏洩電力）が低減させられたスペクトラムとなっている。
【００１４】
レベル検出部８５は、例えば信号の包絡線を検出する包絡線検出器や、検出される包絡線
に関して所定の周波数成分のみを抽出する低域通過フィルタ（ＬＰＦ：Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ
　Ｆｉｌｔｅｒ）や、抽出される包絡線成分をＡ／Ｄ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｄｉｔａｌ）
変換するＡ／Ｄ変換器などから構成されている。そして、レベル検出部８５は、このよう
な構成を用いて、入力される信号（他方の分配信号）のレベル（例えば電力レベル）を検
出し、当該検出結果をデジタル値により制御部９０へ出力する。
【００１５】
歪抽出手段８６は、例えば方向性結合器から構成されており、増幅器８４から出力される
増幅信号に含まれる歪（例えば当該増幅信号の一部）を抽出して制御部９０へ出力する。
クロック源８７は、所定の周期のクロック信号を発生させ、当該クロック信号を、レベル
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検出部８５や後述する２つのＤ／Ａ変換器８８、８９のようにデジタル処理を行う各処理
部へ出力して供給する。
【００１６】
Ｄ／Ａ（Ｄｉｇｉｔａｌ／Ａｎａｌｏｇ）変換器８８は、クロック源８７から入力される
クロック信号に応じたタイミングに基づいて、後述する制御部９０から入力されるデジタ
ル制御信号をアナログ制御信号へ変換して可変減衰器８２へ出力する。なお、この制御信
号は、可変減衰器８２における振幅変化量（つまり、発生させる振幅歪の量）を制御する
ものである。
【００１７】
Ｄ／Ａ変換器８９は、クロック源８７から入力されるクロック信号に応じたタイミングに
基づいて、後述する制御部９０から入力されるデジタル制御信号をアナログ制御信号へ変
換して可変移相器８３へ出力する。なお、この制御信号は、可変移相器８３における位相
変化量（つまり、発生させる位相歪の量）を制御するものである。
【００１８】
制御部９０は、例えばデジタル信号処理器（ＤＳＰ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓ　ｏｒ）から構成されている。そして、制御部９０は、レベル検出部８５か
ら入力される検出結果（検出されたレベル）に基づいて、可変減衰器８２により当該検出
結果に応じた振幅変化量を実現するためのデジタル制御信号をＤ／Ａ変換器８８へ出力す
るとともに、可変移相器８３により当該検出結果に応じた位相変化量を実現するためのデ
ジタル制御信号をＤ／Ａ変換器８９へ出力する。
【００１９】
具体的には、増幅器８４の非線型特性では、入力信号のレベルに対して出力信号のレベル
が線型ではないこと（ＡＭ－ＡＭ変換）から振幅歪が発生するとともに、入力信号のレベ
ルに対して出力信号の位相が線型ではないこと（ＡＭ－ＰＭ変換）から位相歪が発生し、
発生する振幅歪の量や位相歪の量は増幅器８４により増幅される信号のレベル（入力され
る信号のレベルや、出力される信号のレベル）に依存して変化する。そこで、制御部９０
は、増幅器８４により増幅される信号のレベルを反映するレベルであるレベル検出部８５
による検出結果に基づいて、増幅器８４で発生する振幅歪を打ち消す量の振幅歪を可変減
衰器８２により発生させるとともに、増幅器８４で発生する位相歪を打ち消す量の位相歪
を可変移相器８３により発生させる。
【００２０】
なお、一例として、増幅器８４で発生する振幅歪を補償するための補正振幅歪特性（前記
振幅歪とは逆の特性）や増幅器８４で発生する位相歪を補償するための補正位相歪特性（
前記位相歪とは逆の特性）は予め計算（或いは測定等）されており、例えばレベル検出部
８５による検出結果の値に対して振幅歪に関する制御値及び位相歪に関する制御値を対応
付けて記憶した補正テーブルが制御部９０のメモリに格納されている。この場合、制御部
９０は、レベル検出部８５から入力される検出結果の値に対応した振幅歪に関する制御値
及び位相歪に関する制御値を補正テーブルから読み出して、これら２つの制御値をそれぞ
れ可変減衰器８２を制御するためのデジタル制御信号及び可変移相器８３を制御するため
のデジタル制御信号としてそれぞれのＤ／Ａ変換器８８、８９へ出力する。
【００２１】
また、制御部９０では、例えば歪抽出手段８６から入力される信号から歪成分（使用帯域
外の信号成分）のレベル（例えば電力レベル）を検出して、当該検出されるレベルが小さ
く（好ましくは、最小と）なるように（つまり、歪補償量が大きくなるように）上記した
補正テーブルの内容を更新することもでき、これにより、歪補償の精度を向上させること
ができる。
【００２２】
ところで、上記した遅延手段８１は、前記一方の分配信号が可変減衰器８２や可変移相器
８３により処理されるタイミングと、前記他方の分配信号のレベルに応じた制御信号が制
御部９０からＤ／Ａ変換器８８、８９を介して可変減衰器８２や可変移相器８３に入力さ
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れるタイミングとの間の時間差（遅延時間）を補償する役割（理想的には、これら２つの
タイミングを一致させる役割）を担っている。
【００２３】
つまり、入力信号の或る信号部分に対して可変減衰器８２や可変移相器８３により歪（振
幅歪や位相歪）を発生させる場合には、これら可変減衰器８２や可変移相器８３は（他の
信号部分ではなく）当該信号部分のレベルに応じた制御信号により制御される必要があり
、上記した遅延手段８１はこのような処理のタイミングを補償するために設けられている
。
【００２４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば上記図１１に示したような遅延手段８１では、前記遅延時間を微妙
（微小）に調整することが困難であるといった不具合があり、このため、例えば当該遅延
時間が大きくなってしまった場合には歪補償の精度が劣化してしまうといった不具合があ
った。
【００２５】
ここで、上記のような不具合を更に詳しく説明する。
すなわち、上記した遅延手段８１では、前記他方の分配信号のレベルを検出して当該検出
結果に応じたデジタル制御信号をＤ／Ａ変換する処理にかかる遅延時間の他にも、物理的
な配線経路によって生じる遅延時間の調整を行うことが必要となる。
【００２６】
一例として、本件の発明者らが想定した増幅装置（なお、一例であって、本発明は、ここ
で挙げる例に限られない）を検討した結果によると、遅延時間の調整としては、５００ｐ
ｓｅｃ（ｐｓｅｃ：ｐｉｃｏ　ｓｅｃｏｎｄ）＝１０－ １ ２ 秒のオーダーでの調整が必要
となる。この遅延時間を例えばセミリジットケーブルにより調整するとすれば、約１０ｃ
ｍのケーブルを用意して調整することになる。しかしながら、一般に電子装置の（回路）
基板の端から端までは約３０～４０ｃｍあることを考慮すると、前記１０ｃｍというのは
、配線の引き回しによって容易に発生してしまう遅延時間に相当する。
【００２７】
また、上記のような遅延時間は、例えば基板の寄生容量や、使用される各デバイスの個体
差にも依存して変化してしまう。つまり、従来においては、装置（例えば上記図１１に示
した増幅装置など）を作成する度毎に、ケーブルの長さを調整する等して遅延時間を調整
することが必要となる。しかも、この遅延時間は例えば各電子デバイスの温度特性にも左
右され、温度が変化すると当該遅延時間も（微妙に）変化してしまう。また、この遅延時
間は、例えば各デバイスの使用年月によっても変化（経年変化）してしまう。
【００２８】
以上のように、上記のような遅延時間を調整することは、装置作成上において非常に重要
な要素となっており、従来では、このような遅延時間の調整を微小な単位で行うことが困
難であったことから、結果的に、たとえ長時間をかけて困難な調整を行ったとしても装置
が高価格となってしまっていた。
【００２９】
また、上記のような遅延時間の調整誤差がプリディストータによる歪補償に対して与えて
しまう影響に関する計算機シミュレーションの結果の一例を示す。
なお、この例では、５ＭＨｚ帯域のシングルキャリアを用いた場合を示しており、また、
送信対象となる信号の波形に関する条件としては、例えば３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）の仕様にある通り、ユーザ数が
５０ユーザであり、当該信号を帯域制限するためのフィルタのロールオフ率が０．２２で
あるという条件を用いている。
【００３０】
また、歪成分のレベルを検討するためのパラメータとしては、３次の相互変調歪成分（Ｉ
Ｍ３）や５次の相互変調歪成分（ＩＭ５）等といったものもあるが、この例では、説明を
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簡略化するために、使用帯域に隣接する帯域へ漏洩する電力のレベルを表す隣接帯域漏洩
電力比（ＡＣＰＲ：Ａｄｊａｃｅｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ）［ｄ
Ｂｃ］により歪成分のレベルを示す。
【００３１】
具体的に、図１５には、遅延時間（前記一方の分配信号を処理する系と前記他方の分配信
号を処理する系との相対的な遅延時間）が振幅歪の補正（補償）に対して与えてしまう影
響に関する計算機シミュレーションの結果の一例を示してあり、同図中の横軸は（相対）
遅延時間［×２ｎｓｅｃ（ｎｓｅｃ：ｎａｎｏ　ｓｅｃｏｎｄ＝１０－ ９ 秒）］を示して
おり（例えば、“２”という目盛りは４ｎｓｅｃを示す）、縦軸は歪成分のレベルを隣接
帯域漏洩電力比（ＡＣＰＲ）［ｄＢｃ］により示している。なお、このシミュレーション
では、（例えば可変移相器８３による）位相歪の補正に関する遅延時間はゼロであるとし
ている。
【００３２】
また、具体的に、図１６には、（相対）遅延時間が位相歪の補正（補償）に対して与えて
しまう影響に関する計算機シミュレーションの結果の一例を示してあり、同図中の横軸は
（相対）遅延時間［×２ｎｓｅｃ］を示しており、縦軸は歪成分のレベルを隣接帯域漏洩
電力比（ＡＣＰＲ）［ｄＢｃ］により示している。なお、このシミュレーションでは、（
例えば可変移相器８３による）振幅歪の補正に関する遅延時間はゼロであるとしている。
【００３３】
上記図１５に示されるように、遅延時間が振幅歪の補償に対して与えてしまう影響は比較
的小さい一方、上記図１６に示されるように、遅延時間が位相歪の補償に対して与えてし
まう影響は比較的大きく、いずれに関しても、遅延時間（の調整誤差）が大きくなるに従
ってＡＣＰＲは劣化していく。
【００３４】
ここで、振幅歪の補償に関してよりも位相歪の補償に関しての方が遅延時間の影響が大き
い理由は、一般に、増幅器における振幅歪（ＡＭ－ＡＭ変動）ではゲイン変動量が小さい
一方、増幅器における位相歪（ＡＭ－ＰＭ変動）では位相変動量が大きいためである。つ
まり、増幅器における位相歪に関しては、その変動幅が大きいため、遅延時間が多少ずれ
ただけでも補償の精度（この例では、ＡＣＰＲ）が大きく変化してしまう。
【００３５】
なお、上記図１５や上記図１６に示した計算機シミュレーションの結果として提示した数
値は、例えばシミュレーション上で使用する増幅デバイス等に依存して変化すると考えら
れるが、位相歪の補償の方が振幅歪の補償と比べて遅延時間による影響を大きく受けてし
まうという傾向については本シミュレーションの結果と同じであると考えられる。
【００３６】
本発明は、上記のような従来の課題を解決するためになされたもので、増幅器で発生する
歪を補償するに際して、例えば上記のような遅延時間を微妙（微小）に調整して当該増幅
器により増幅される信号に対して発生させる歪の量を制御するタイミングを微妙（微小）
に調整することにより、高精度な歪補償を実現することができる歪補償装置を提供するこ
とを目的とする。
【００３７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明に係る歪補償装置では、次のようにして、増幅器で発生
する歪を補償する。
すなわち、増幅器により増幅される信号に対して振幅と位相との少なくともいずれか一方
の歪を発生させる歪発生手段に対して、信号レベル検出手段が増幅器により増幅される信
号のレベルを検出して、歪量制御手段が信号レベル検出手段により検出されるレベルに基
づいて歪発生手段により発生させる歪の量を制御するに際して、制御タイミング調整手段
が増幅器で発生する歪が大きく補償されるように、歪量制御手段により歪の量を制御する
タイミングを調整する。
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【００３８】
従って、増幅器により増幅される信号に対して発生させる歪の量を制御するタイミングを
調整するという新規な調整の仕方によって、例えば当該タイミングを微妙（微小）に調整
することが可能となり、これにより、高精度な歪補償を実現することができる。
【００３９】
ここで、歪補償の対象となる増幅器としては、種々なものであってもよく、例えば複数の
増幅器から構成された増幅器であってもよい。なお、本発明では、このような増幅器で発
生する振幅歪や位相歪が補償の対象となる。
また、増幅器で発生する歪を補償する程度としては、例えば当該歪をゼロに低減させるの
が好ましいが、本発明では、必ずしもこのような態様（つまり、ゼロに低減させる態様）
が用いられなくともよく、要は、当該歪を低減させることができればよい。
【００４０】
また、増幅器により増幅される信号に対して歪発生手段により歪を発生させる態様として
は、例えば増幅器により増幅される前の信号に対して歪を発生させる態様が用いられても
よく、或いは、例えば増幅器により増幅された後の信号に対して歪を発生させる態様が用
いられてもよい。
【００４１】
また、歪発生手段としては、例えば振幅の歪を発生させる機能と位相の歪を発生させる機
能との両方を有するのが好ましいが、例えば振幅の歪を発生させる機能のみを有した構成
や、或いは、位相の歪を発生させる機能のみを有した構成が用いられてもよい。
【００４２】
また、増幅器により増幅される信号のレベルを信号レベル検出手段により検出する態様と
しては、例えば当該増幅器により増幅される前の信号のレベルを検出する態様が用いられ
てもよく、或いは、例えば当該増幅器により増幅された後の信号のレベルを検出する態様
が用いられてもよい。
また、検出するレベルとしては、種々なレベルであってもよく、例えば信号の振幅のレベ
ルや、信号の電力（通常、振幅の２乗に比例する）のレベルを検出することができる。
【００４３】
また、歪量制御手段は、例えば増幅器で発生する歪（振幅歪や位相歪）の量を打ち消す量
の歪（増幅器で発生する歪とは逆特性の歪）が歪発生手段により発生させられるように、
当該歪発生手段により発生させる歪の量を制御する。なお、増幅器で発生する歪（振幅歪
や位相歪）の量は、例えば信号レベル検出手段により検出されるレベルに基づいて推定等
することが可能である。
【００４４】
また、制御タイミング調整手段による調整によって増幅器で発生する歪が大きく補償され
るようにする程度としても、上述のように種々な程度であってもよく、具体的には、必ず
しも当該歪がゼロに補償されなくともよく、例えば実用上で有効な精度で歪補償が実現さ
れればよい。
また、歪制御手段により歪の量を制御するタイミングを制御タイミング調整手段により調
整することは、例えば上記従来例で示したような遅延時間を調整することに相当する。
【００４５】
また、制御タイミング調整手段としては、例えば常に（或いは、例えば定期的に）増幅器
で発生する歪の補償量を検出して、当該補償量が大きくなるように、歪量制御手段により
歪の量を制御するタイミングを（常に、或いは、定期的に）調整する構成が用いられるの
が好ましいが、例えば予め増幅器で発生する歪が大きく補償されるように調整時間が（固
定的に）設定された構成が用いられてもよい。
【００４６】
また、本発明に係る歪補償装置では、好ましい態様として、歪発生手段は、外部（ここで
は、後述するＤ／Ａ変換手段）から入力されるアナログ制御信号に応じて発生させる歪（
振幅歪や位相歪）の量が変化する回路（振幅を変化させる回路や位相を変化させる回路）
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から構成されている。
また、歪量制御手段は、デジタル制御信号をアナログ制御信号へ変換して外部（ここでは
、制御タイミング調整手段）から入力されるタイミング信号に応じたタイミングで出力す
るＤ／Ａ変換手段を用いて構成されており、デジタル制御信号を当該Ｄ／Ａ変換手段を介
して歪発生手段へ出力することにより当該歪発生手段により発生させる歪（振幅歪や位相
歪）の量を制御する。
【００４７】
また、制御タイミング調整手段は、所定の周期のクロック信号を発生させるクロック信号
発生手段と、当該クロック信号発生手段により発生させられるクロック信号からタイミン
グを調整したタイミング信号を生成するタイミング信号生成手段とを用いて構成されてお
り、タイミング信号生成手段により生成されるタイミング信号をＤ／Ａ変換手段へ出力す
ることにより、歪量制御手段により歪（振幅歪や位相歪）の量を制御するタイミングを調
整する。
【００４８】
また、本発明に係る歪補償装置では、好ましい態様として、歪量制御手段は、更に、信号
のレベルと制御値（歪発生手段により発生させる歪（振幅歪や位相歪）の量を制御するた
めの制御値）とを対応付けて記憶するメモリ手段を用いて構成されており、信号レベル検
出手段により検出されるレベルと対応した制御値を当該メモリ手段からデジタル制御信号
としてＤ／Ａ変換手段を介して歪発生手段へ出力することにより当該歪発生手段により発
生させる歪（振幅歪や位相歪）の量を制御する。
【００４９】
また、本発明に係る歪補償装置では、一態様として、タイミング信号生成手段は、クロッ
ク信号発生手段により発生させられるクロック信号を可変な利得で増幅する可変増幅器と
、当該可変増幅器により増幅された信号のレベルが所定の閾値以上である場合に当該レベ
ルを所定のレベルに制限して出力するリミッタとを用いて構成されており、可変増幅器の
利得を調整することでレベル制限のタイミングを調整したリミッタからの出力信号をタイ
ミング信号とする。
【００５０】
ここで、所定の閾値としては、例えば装置の使用状況等に応じて、種々な値が用いられて
もよい。
また、所定のレベルとしては、種々なレベルであってもよく、一例として、前記所定の閾
値（と同じレベル）を用いることができる。
【００５１】
また、本発明に係る歪補償装置では、他の態様として、タイミング信号生成手段は、可変
な閾値を用いてクロック信号発生手段により発生させられるクロック信号のレベルが当該
閾値以上である場合にオン信号を出力する一方、当該クロック信号のレベルが当該閾値未
満である場合にオフ信号を出力するコンパレータを用いて構成されており、当該コンパレ
ータの閾値を調整することでオンオフのタイミングを調整した当該コンパレータからの出
力信号をタイミング信号とする。
【００５２】
ここで、閾値としては、例えば装置の使用状況等に応じて、種々な値が用いられてもよい
。
また、例えば“１”値と“０”値とから構成されるデジタル信号を例とすると、上記した
オン信号は例えば“１”値の信号（或いは、“０”値の信号）に相当し、上記したオフ信
号は例えば“０”値の信号（或いは、“１”値の信号）に相当する。
【００５３】
また、本発明に係る歪補償装置では、他の態様として、タイミング信号生成手段は、可変
な閾値を用いてクロック信号発生手段により発生させられるクロック信号のレベルが当該
閾値以上である場合に当該レベルを所定のレベルに制限して出力するリミッタを用いて構
成されており、当該リミッタの閾値を調整することでレベル制限のタイミングを調整した
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当該リミッタからの出力信号をタイミング信号とする。
【００５４】
ここで、閾値としては、例えば装置の使用状況等に応じて、種々な値が用いられてもよい
。
また、所定のレベルとしては、種々なレベルであってもよく、一例として、前記所定の閾
値（と同じレベル）を用いることができる。
【００５５】
また、本発明に係る歪補償装置では、一態様として、フリップフロップを用いて、タイミ
ング信号のデューティ（オン状態とオフ状態とからなる信号においてオン状態が占める比
率）を変化させることができる。
すなわち、タイミング信号生成手段は、更に、前記タイミングを調整した出力信号（上記
したリミッタや上記したコンパレータからの出力信号）を入力して当該信号のデューティ
を変化させた信号を出力するフリップフロップを用いて構成されており、当該フリップフ
ロップからの出力信号をタイミング信号とする。
【００５６】
また、本発明に係る歪補償装置では、他の態様として、フリップフロップを用いてタイミ
ング信号のデューティを変化させるとともに、セレクタを用いてタイミング信号のタイミ
ングを（更に大きな範囲で）調整することができる。
すなわち、タイミング信号生成手段は、更に、前記タイミングを調整した出力信号（上記
したリミッタや上記したコンパレータからの出力信号）を入力して当該信号のデューティ
を変化させた信号及び当該信号のオンオフを反転させた信号（つまり、前記出力信号のデ
ューティを変化させるとともにオンオフを反転させた信号）を出力するフリップフロップ
と、当該フリップフロップから出力される２つの信号から一方を選択して出力するセレク
タとを用いて構成されており、当該セレクタからの出力信号をタイミング信号とする。
【００５７】
また、本発明に係る歪補償装置では、好ましい態様として、歪発生手段は、増幅器により
増幅される信号の振幅を変化させて当該信号に対して振幅歪を発生させる可変減衰器と、
増幅器により増幅される信号の位相を変化させて当該信号に対して位相歪を発生させる可
変移相器とを直列に接続して構成されている。
また、歪量制御手段は、可変減衰器による振幅変化量を制御することで当該可変減衰器に
より発生させる振幅歪の量を制御するとともに、可変移相器による位相変化量を制御する
ことで当該可変移相器により発生させる位相歪の量を制御する。
【００５８】
また、制御タイミング調整手段は、信号（増幅器により増幅される信号）が可変減衰器に
より処理されるタイミングと当該信号が可変移相器により処理されるタイミングとのずれ
に応じて、歪量制御手段により振幅歪の量を制御するタイミングと当該歪量制御手段によ
り位相歪の量を制御するタイミングとを（例えば前記ずれに相当する分の時間）ずらす。
【００５９】
ここで、増幅器により増幅される信号に対して振幅歪を発生させる手段（ここでは、可変
減衰器）と当該信号に対して位相歪を発生させる手段（ここでは、可変移相器）との接続
順序としては任意であってもよく、つまり、当該信号に対して振幅歪を発生させた後に位
相歪を発生させてもよく、或いは、当該信号に対して位相歪を発生させた後に振幅歪を発
生させてもよい。
【００６０】
また、本発明に係る歪補償装置では、好ましい態様として、信号を無線により送信する無
線送信装置に設けられて、当該無線送信装置による送信対象となる信号を増幅する増幅器
で発生する歪を補償し、そして、制御タイミング調整手段は、当該送信対象となる信号の
帯域（例えばキャリア周波数間隔にキャリア数を乗算した値）を８倍した値の逆数値以下
の秒の誤差で、歪量制御手段により歪の量を制御するタイミングを調整する。
【００６１】
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ここで、無線送信装置としては、種々な装置であってもよく、好ましい態様としては、移
動無線通信システムの基地局装置や中継局装置（中継増幅器）が用いられる。また、無線
送信装置は、必ずしも無線送信機能のみを備えた装置でなくともよく、無線送信機能と無
線受信機能との両方を備えた装置（無線通信装置）であってもよい。
また、上記した８（倍）はオーバサンプリング数に相当するものであり、上記で示される
ように、８以上の数値であるのが好ましい。
【００６２】
ここで、上記したタイミング調整に係る誤差について、デジタルプリディストーションの
場合を例として、上記図１５及び上記図１６に示した計算機シミュレーション結果の例を
参照して、詳しく説明する。なお、理想的には、上記従来例で示した（相対）遅延時間が
ゼロとなるときに最適な歪補償（歪除去）が実現されるが、ここでは、現実の（誤差が生
じてしまう）装置を考慮して、どこまで遅延時間を小さくすれば有効な歪補償が実現され
るかを数式及び上記した計算機シミュレーション結果例を用いて検討する。
【００６３】
一般に、プリディストーションでは、増幅器に入力される信号（被増幅信号）の包絡線に
よって歪が発生する。増幅器では、ＡＭ－ＡＭ変換及びＡＭ－ＰＭ変換という非線型操作
がデバイスにより行われ、これが歪の原因となる。ここで、ＡＭ－ＡＭ変換は、入力信号
のレベルが大きいときに増幅器の利得（ゲイン）が一定ではなくなる現象を示しており、
また、ＡＭ－ＰＭ変換は、入力信号のレベルに応じて増幅器から出力される信号の位相（
出力位相）が変化する現象を示している。
【００６４】
ここで、上記した入力信号とは被増幅信号のことであり、当該被増幅信号の帯域は式１の
ように表される。なお、キャリア周波数間隔とは、例えば（複数の搬送波周波数が存在す
る）マルチキャリア信号において、隣接する搬送波を離調する周波数間隔のことである。
例えば現在の３ＧＰＰ仕様では、キャリア周波数間隔は５ＭＨｚとなっている。また、キ
ャリア数とは、マルチキャリア信号に含まれる（周波数の異なる）キャリアの数のことで
ある。例えばシングルキャリア伝送ではキャリア数＝１となる。
【００６５】
【数１】
　
　
　
　
【００６６】
ここでは、一例として、４キャリア（キャリア信号＝１）のマルチキャリア信号を想定し
、この場合、被増幅信号の帯域幅は２０ＭＨｚ（５ＭＨｚ×４キャリア）となる。
デジタルプリディストーションでは、入力信号の包絡線の変動に合わせたプリディストー
ションが実行される。一般に知られているサンプリング定理によると、入力信号の包絡線
変動に正確に追随するためには、その信号帯域幅の２倍以上のサンプリングを実行するこ
とが必要とされる。
つまり、この場合に必要とされるデジタル回路の動作周期Ｔｓ［ｓｅｃ］は式２で示され
る。なお、オーバサンプリング数としては２以上の数値が設定される。
【００６７】
【数２】
　
　
　
【００６８】
一例として、被増幅信号帯域が５ＭＨｚであり、４倍サンプリングが行われる場合（オー
バサンプリング数＝４である場合）には、Ｔｓ＝５０（＝１／２０ＭＨｚ）［ｎｓｅｃ］
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となる。この場合、オーバサンプリングとしては、５ＭＨｚの速度で変動する包絡線に対
してその４倍の速度で追随する（サンプリングする）ことを表している。
【００６９】
また、この場合、相対遅延誤差（遅延時間）の最大値としては、２５．０ｎｓｅｃ（５０
ｎｓｅｃの半分の値）となる。つまり、デジタル系では、クロックにより動作することか
ら、例えばオン状態（例えば“１”値）とオフ状態（例えば“０”値）とから構成される
５０ｎｓｅｃ周期のクロック信号のオンオフを反転させて、正転クロック信号（反転して
いないクロック信号）或いは反転クロック信号を選択的に用いることにより、当該周期の
半分の値である２５．０ｎｓｅｃ単位で遅延時間の調整を行うことが可能である。
【００７０】
次に、上記図１５及び上記図１６に示した計算機シミュレーションの結果の例に基づいて
検討を行う。なお、上述のように、ＡＭ－ＰＭ変換の方がＡＭ－ＡＭ変換と比べて遅延時
間の影響を受けやすいため、ここでは、上記図１６に示したＡＭ－ＰＭ変換に関する計算
機シミュレーションの結果例に基づいて検討を行う。
【００７１】
まず、システムで要求されるＡＣＰＲが例えば－６５ｄＢｃである場合（規格が－６０ｄ
Ｂｃであり、５ｄＢのマージンがある場合を想定）を考える。この場合、上記図１６を参
照すると、許容される相対遅延誤差は、理想点（相対遅延時間がゼロである点）を基準と
して、およそ－４ｎｓｅｃ～＋２ｎｓｅｃとなる。つまり、許容される変動範囲は６ｎｓ
ｅｃとなり、これより遅延時間が少なければ問題は生じない。
【００７２】
ここで、一例として、シングルキャリアを用いて４倍サンプリングを行う系を考えると、
（正転のみの）クロック信号により調整可能な遅延時間Ｔ１は式３で示され、また、反転
クロック信号をも利用した場合に調整可能な遅延時間Ｔ２は式４で示される。
【００７３】
【数３】
　
　
　
　
　
　
【００７４】
【数４】
　
　
　
　
　
【００７５】
上記式４で示した調整可能な遅延時間Ｔ２を考察すると、－６５ｄＢｃのＡＣＰＲを実現
するために調整すべき時間単位は６ｎｓｅｃ以内となることから、上記のデジタルクロッ
クにより調整するとともに、更に、８倍の精度で遅延時間を調整することが必要となる。
【００７６】
以上のことをまとめると、－６５ｄＢｃのＡＣＰＲを実現するためには、調整すべき時間
単位Ｔ３は式５で示される。なお、ｎはオーバサンプリング数の値（この例では、４）を
示しており、また、８は本計算機シミュレーションにより取得された要求精度である。
【００７７】
【数５】
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【００７８】
また、システムで要求されるＡＣＰＲが例えば－６０ｄＢｃ程度である場合を考える。こ
の場合、上記図１６を参照すると、許容される相対遅延誤差は、理想点（相対遅延時間が
ゼロである点）を基準として、およそ－８ｎｓｅｃ～＋６ｎｓｅｃとなる。つまり、許容
される変動範囲は１４ｎｓｅｃとなり、１４ｎｓｅｃ以内の誤差で遅延時間を調整すれば
よい。
【００７９】
上記と同様に、－６０ｄＢｃ程度のＡＣＰＲを実現するためには、調整すべき時間単位Ｔ
４は式６で示される。この式６では、オーバサンプリング数が４である場合に、クロック
の反転を用いるとともに、更に２倍の精度で遅延時間の調整を行えば、所要のＡＣＰＲを
達成することができることを示している。
【００８０】
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８１】
また、更に、システムで要求されるＡＣＰＲが例えば－５５ｄＢｃである場合を考える。
ここで、ＡＣＰＲ＝－５５ｄＢｃは、３ＧＰＰ規格において、許容次隣接チャネル漏洩電
力比（許容される次隣接チャネルへの漏洩電力をあらわすもの）に相当している。次隣接
チャネルとは、隣接キャリアから更に１キャリア分だけ周波数間隔がずれた周波数帯を示
している。
【００８２】
具体例として、送信信号キャリアの周波数が２．１１２５ＧＨｚであって、キャリア周波
数間隔が５ＭＨｚ（＝０．００５ＧＨｚ）である場合には、隣接チャネルの周波数は２．
１１７５ＧＨｚ（若しくは、２．１０７５ＧＨｚ）となり、次隣接チャネルの周波数は２
．１２２５ＧＨｚ（若しくは、２．１０２５ＧＨｚ）となる。つまり、基準となるキャリ
アから隣接チャネルへ及び隣接チャネルから次隣接チャネルへとキャリア周波数間隔（５
ＭＨｚ）ずつずれていく。
【００８３】
一般に、現実のプリディストーションでは、純粋な増幅器の歪発生状況とは異なる歪状況
が発生する。すなわち、増幅器のみによる歪では、基準となるチャネルから隣接チャネル
及び次隣接チャネルへと、基準となるチャネルからの周波数間隔が大きくなるに従って、
歪の量は減衰する。ところが、プリディストーションにおいては、例えば隣接チャネルで
の歪の量と次隣接チャネルでの歪の量とがほぼ同一の量となってしまう。
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【００８４】
このため、例えば隣接チャネルの漏洩電力規格が達成されたとしても、次隣接チャネルで
の漏洩電力規格が達成されるとは限らない。
このことを考慮して、ここでは、次隣接チャネル漏洩電力の規格である－５５ｄＢｃを例
として考察する。
【００８５】
この場合、上記図１６を参照すると、許容される相対遅延誤差は、理想点（相対遅延時間
がゼロである点）を基準として、およそ－１３ｎｓｅｃ～＋１２ｎｓｅｃとなる。つまり
、許容される変動範囲は２５ｎｓｅｃとなり、２５ｎｓｅｃ以内の誤差で遅延時間を調整
すればよい。
【００８６】
上記と同様に、－５５ｄＢｃ程度のＡＣＰＲを実現するためには、調整すべき時間単位Ｔ
５は式７で示される。この式７では、オーバサンプリング数が４である場合に、クロック
の反転を用いれば、（１倍の精度で遅延時間の調整を行って、）所要のＡＣＰＲを達成す
ることができることを示している。
【００８７】
【数７】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８８】
以上のように、所要の歪量（ここでは、ＡＣＰＲ）を得るためには、少なくとも、１／（
信号帯域幅×オーバサンプリング数）以内の誤差で遅延時間を調整するのがよく、更に、
デジタル信号処理においては、全ての動作タイミングがクロックにより制御されることか
ら、例えばクロックを反転させて利用することで半クロックの遅延時間調整も可能である
。また、上記図１６に示した計算機シミュレーションの結果例によると、好ましい態様と
しては、オーバサンプリング数として８以上の値を設定して、所要の歪量に低減するため
の設計マージンを得るべきである。
【００８９】
以下に、本発明に係る歪補償装置の構成例を示しておく。
（１）増幅器で発生する歪を補償する歪補償装置において、
増幅器により増幅される信号に対して振幅と位相との少なくともいずれか一方の歪を発生
させる歪発生手段と、
増幅器により増幅される信号のレベルを検出する信号レベル検出手段と、
信号レベル検出手段により検出されるレベルに基づいて歪発生手段により発生させる歪の
量を制御する歪量制御手段と、
増幅器で発生する歪が大きく補償されるように、歪量制御手段により歪の量を制御するタ
イミングを調整する制御タイミング調整手段と、
を備えたことを特徴とする歪補償装置。
【００９０】
（２）（１）に記載の歪補償装置において、
歪発生手段は、外部から入力されるアナログ制御信号に応じて発生させる歪の量が変化す
る回路から構成されており、
歪量制御手段は、デジタル制御信号をアナログ制御信号へ変換して外部から入力されるタ
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イミング信号に応じたタイミングで出力するＤ／Ａ変換手段を用いて構成されており、デ
ジタル制御信号を当該Ｄ／Ａ変換手段を介して歪発生手段へ出力することにより当該歪発
生手段により発生させる歪の量を制御し、
制御タイミング調整手段は、所定の周期のクロック信号を発生させるクロック信号発生手
段と、当該クロック信号発生手段により発生させられるクロック信号からタイミングを調
整したタイミング信号を生成するタイミング信号生成手段とを用いて構成されており、タ
イミング信号生成手段により生成されるタイミング信号をＤ／Ａ変換手段へ出力すること
により、歪量制御手段により歪の量を制御するタイミングを調整することを特徴とする歪
補償装置。
【００９１】
（３）（２）に記載の歪補償装置において、
歪量制御手段は、更に、信号のレベルと制御値とを対応付けて記憶するメモリ手段を用い
て構成されており、信号レベル検出手段により検出されるレベルと対応した制御値を当該
メモリ手段からデジタル制御信号としてＤ／Ａ変換手段を介して歪発生手段へ出力するこ
とにより当該歪発生手段により発生させる歪の量を制御することを特徴とする歪補償装置
。
【００９２】
（４）（２）又は（３）に記載の歪補償装置において、
タイミング信号生成手段は、クロック信号発生手段により発生させられるクロック信号を
可変な利得で増幅する可変増幅器と、当該可変増幅器により増幅された信号のレベルが所
定の閾値以上である場合に当該レベルを所定のレベルに制限して出力するリミッタとを用
いて構成されており、可変増幅器の利得を調整することでレベル制限のタイミングを調整
したリミッタからの出力信号をタイミング信号とすることを特徴とする歪補償装置。
【００９３】
（５）（２）又は（３）に記載の歪補償装置において、
タイミング信号生成手段は、可変な閾値を用いてクロック信号発生手段により発生させら
れるクロック信号のレベルが当該閾値以上である場合にオン信号を出力する一方、当該ク
ロック信号のレベルが当該閾値未満である場合にオフ信号を出力するコンパレータを用い
て構成されており、当該コンパレータの閾値を調整することでオンオフのタイミングを調
整した当該コンパレータからの出力信号をタイミング信号とすることを特徴とする歪補償
装置。
【００９４】
（６）（２）又は（３）に記載の歪補償装置において、
タイミング信号生成手段は、可変な閾値を用いてクロック信号発生手段により発生させら
れるクロック信号のレベルが当該閾値以上である場合に当該レベルを所定のレベルに制限
して出力するリミッタを用いて構成されており、当該リミッタの閾値を調整することでレ
ベル制限のタイミングを調整した当該リミッタからの出力信号をタイミング信号とするこ
とを特徴とする歪補償装置。
【００９５】
（７）（４）乃至（６）のいずれか１つに記載の歪補償装置において、
タイミング信号生成手段は、更に、前記タイミングを調整した出力信号を入力して当該信
号のデューティを変化させた信号を出力するフリップフロップを用いて構成されており、
当該フリップフロップからの出力信号をタイミング信号とすることを特徴とする歪補償装
置。
【００９６】
（８）（４）乃至（６）のいずれか１つに記載の歪補償装置において、
タイミング信号生成手段は、更に、前記タイミングを調整した出力信号を入力して当該信
号のデューティを変化させた信号及び当該信号のオンオフを反転させた信号を出力するフ
リップフロップと、当該フリップフロップから出力される２つの信号から一方を選択して
出力するセレクタとを用いて構成されており、当該セレクタからの出力信号をタイミング
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信号とすることを特徴とする歪補償装置。
【００９７】
（９）（１）乃至（８）のいずれか１つに記載の歪補償装置において、
歪発生手段は、増幅器により増幅される信号の振幅を変化させて当該信号に対して振幅歪
を発生させる可変減衰器と、増幅器により増幅される信号の位相を変化させて当該信号に
対して位相歪を発生させる可変移相器とを直列に接続して構成されており、
歪量制御手段は、可変減衰器による振幅変化量を制御することで当該可変減衰器により発
生させる振幅歪の量を制御するとともに、可変移相器による位相変化量を制御することで
当該可変移相器により発生させる位相歪の量を制御し、
制御タイミング調整手段は、信号が可変減衰器により処理されるタイミングと当該信号が
可変移相器により処理されるタイミングとのずれに応じて、歪量制御手段により振幅歪の
量を制御するタイミングと当該歪量制御手段により位相歪の量を制御するタイミングとを
ずらすことを特徴とする歪補償装置。
【００９８】
（１０）（１）乃至（９）のいずれか１つに記載の歪補償装置において、
信号を無線により送信する無線送信装置に設けられて、当該無線送信装置による送信対象
となる信号を増幅する増幅器で発生する歪を補償し、
制御タイミング調整手段は、当該送信対象となる信号の帯域をオーバサンプリング数倍し
た値の逆数値以下の秒の誤差で、歪量制御手段により歪の量を制御するタイミングを調整
することを特徴とする歪補償装置。
【００９９】
（１１）増幅器で発生する歪を補償する歪補償装置において、
増幅器により増幅される信号に対して振幅と位相との少なくともいずれか一方の歪を発生
させる歪発生手段と、
増幅器により増幅される信号のレベルを検出する信号レベル検出手段と、
信号レベル検出手段により検出されるレベルに基づいて歪発生手段により発生させる歪の
量を制御する歪量制御手段と、
増幅器で発生する歪が補償されるように、歪発生手段により信号に対して歪を発生させる
タイミングと歪量制御手段により当該信号のレベルに基づいて制御を行うタイミングとの
間の遅延時間を調整するために歪量制御手段により歪の量を制御するタイミングを調整す
る制御タイミング調整手段と、
を備えたことを特徴とする歪補償装置。
【０１００】
【発明の実施の形態】
本発明の第１実施例に係る（歪補償）増幅装置を図面を参照して説明する。
なお、本例の増幅装置は、本発明に係る歪補償装置の一実施例であるプリディストータを
備えており、このプリディストータによりプリディストータ型歪補償方式を用いて増幅器
で発生する歪を補償する。
【０１０１】
図１には、本例のプリディストータを備えた増幅装置（プリディストーション機能付き増
幅器）の回路構成例を示してある。なお、この増幅装置は、例えば移動無線通信システム
の基地局装置や中継局装置の送信部に設けられており、送信対象となる信号（送信信号）
を送信機から入力し、当該信号を増幅器により増幅してアンテナへ出力する。
【０１０２】
上記図１に示されるように、本例の増幅装置には、後述するプリディストーションの準備
ができるまで送信信号を遅延させる遅延手段１と、送信信号に対してプリディストーショ
ンのための補正ＡＭ－ＡＭ特性を与える可変減衰器（アッテネータ）２と、送信信号に対
してプリディストーションのための補正ＡＭ－ＰＭ特性を与える可変移相器３と、送信信
号を所定の送信レベルまで増幅する増幅器４と、送信信号の（包絡線）レベルを検出する
ためのレベル検出部５と、増幅器４の出力信号から歪成分信号を抽出する歪抽出手段６と
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、制御部１２から出力されるデジタル信号をアナログ信号へ変換する２つのＤ／Ａ変換器
７、８と、各デジタルデバイスに対してクロックを供給するためのクロック源９と、クロ
ック源９で発生させるクロックとは異なる位相のクロックを生成する２つの位相調整手段
１０、１１と、プリディストーションの適応制御や位相調整手段１０、１１の制御等を行
う制御部１２とが備えられている。
【０１０３】
以下で、本例の増幅装置の動作の一例を示す。
まず、送信機から出力される送信対象となる信号が（本例の増幅装置に）入力され、当該
信号が２つに分配されて、一方の分配信号が遅延手段１に入力される一方、他方の分配信
号がレベル検出部５に入力される。
【０１０４】
遅延手段１は、入力される信号（一方の分配信号）を遅延させて可変減衰器２へ出力する
。ここで、遅延手段１としては、例えば信号を遅延させる遅延線や、帯域通過フィルタ（
ＢＰＦ：Ｂａｎｄ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）等を用いて構成することができる。
可変減衰器２は、遅延手段１から入力される信号の振幅を、後述するＤ／Ａ変換器７から
入力される（アナログ電圧による）制御信号に応じて変化（減衰）させることにより当該
入力信号に対して当該制御信号に応じた量の振幅歪を発生させて、当該信号（振幅歪を含
む）を可変移相器３へ出力する。
【０１０５】
可変移相器３は、可変減衰器２から入力される信号の位相を、後述するＤ／Ａ変換器８か
ら入力される（アナログ電圧による）制御信号に応じて変化させることにより当該入力信
号に対して当該制御信号に応じた量の位相歪を発生させて、当該信号（位相歪を含む）を
増幅器４へ出力する。
なお、本例では、直列に接続された可変減衰器２と可変移相器３や、これらを制御する制
御系１、５～１２からプリディストータが構成されている。
【０１０６】
増幅器４は、例えば（大）電力増幅器から構成されており、可変移相器３から入力される
信号を所望の（電力）レベルに増幅し、当該増幅信号を（本例の増幅装置から）アンテナ
へ出力する。
ここで、本例の増幅器４では、例えば可変移相器３から入力される信号のレベルが大きい
場合に、振幅歪や位相歪が発生する。そして、本例では、増幅器４で発生する歪とは逆の
特性の歪（振幅歪や位相歪）をプリディストータ（可変減衰器２及び可変移相器３）で発
生させることにより、このような歪成分を補償する。
【０１０７】
レベル検出部５は、例えばダイオードを用いて信号の包絡線を検出する包絡線検出器や、
検出される包絡線に関して所定の周波数成分のみを抽出する低域通過フィルタ（ＬＰＦ）
や、抽出される包絡線成分をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器などから構成されている。そし
て、レベル検出部５は、このような構成を用いて、入力される信号（他方の分配信号）の
レベル（例えば電力レベル）を検出し、当該検出結果をデジタル値（デジタル化されたレ
ベル情報）により制御部１２へ出力する。
【０１０８】
なお、レベル検出部５により入力信号のレベルを検出する理由は、本例のプリディストー
ションでは（増幅器４に）入力される信号のレベルに応じて変化する増幅器４で発生する
出力レベル変動や出力位相変動を補正するためであり、つまり、増幅器４に入力される送
信信号のレベルを検出する（本例では、間接的に検出している）必要があるためである。
【０１０９】
歪抽出手段６は、例えば方向性結合器から構成されており、増幅器４から出力される増幅
信号に含まれる歪（例えば当該増幅信号の一部）を抽出して制御部１２へ出力する。
【０１１０】
Ｄ／Ａ変換器７は、後述する位相調整手段１０から入力されるクロック信号（タイミング
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信号）に応じたタイミングに基づいて、後述する制御部１２から入力されるデジタル制御
信号をアナログ制御信号へ変換して可変減衰器２へ出力する。なお、この制御信号は、可
変減衰器２における振幅変化量（つまり、発生させる振幅歪の量）を制御するものである
。
【０１１１】
Ｄ／Ａ変換器８は、後述する位相調整手段１１から入力されるクロック信号（タイミング
信号）に応じたタイミングに基づいて、後述する制御部１２から入力されるデジタル制御
信号をアナログ制御信号へ変換して可変移相器３へ出力する。なお、この制御信号は、可
変移相器３における位相変化量（つまり、発生させる位相歪の量）を制御するものである
。
【０１１２】
クロック源９は、所定の周期のクロック信号を発生させ、当該クロック信号を、レベル検
出部５や後述する２つの位相調整手段１０、１１のようにデジタル処理を行う各処理部（
なお、本例では、２つのＤ／Ａ変換器７、８は除く）へ出力して供給する。
【０１１３】
位相調整手段１０は、制御部１２からの制御に従って、クロック源９から入力されるクロ
ック信号の位相をずらしたクロック信号（タイミングをずらした信号）を生成し、当該ク
ロック信号（タイミング信号）をＤ／Ａ変換器７へ出力する。
位相調整手段１１は、制御部１２からの制御に従って、クロック源９から入力されるクロ
ック信号の位相をずらしたクロック信号（タイミングをずらした信号）を生成し、当該ク
ロック信号（タイミング信号）をＤ／Ａ変換器８へ出力する。
【０１１４】
制御部１２は、例えばデジタル信号処理器（ＤＳＰ）から構成されている。そして、制御
部１２は、レベル検出部５から入力される検出結果（検出されたレベル）に基づいて、可
変減衰器２により当該検出結果に応じた振幅変化量を実現するためのデジタル制御信号を
Ｄ／Ａ変換器７へ出力するとともに、可変移相器３により当該検出結果に応じた位相変化
量を実現するためのデジタル制御信号をＤ／Ａ変換器８へ出力する。
【０１１５】
具体的には、増幅器４の非線型特性では、入力信号のレベルに対して出力信号のレベルが
線型ではないこと（ＡＭ－ＡＭ変換）から振幅歪が発生するとともに、入力信号のレベル
に対して出力信号の位相が線型ではないこと（ＡＭ－ＰＭ変換）から位相歪が発生し、発
生する振幅歪の量や位相歪の量は増幅器４により増幅される信号のレベルに依存して変化
する。そこで、制御部１２は、増幅器４により増幅される信号のレベルを反映するレベル
であるレベル検出部５による検出結果に基づいて、増幅器４で発生する振幅歪を打ち消す
量の振幅歪を可変減衰器２により発生させるとともに、増幅器４で発生する位相歪を打ち
消す量の位相歪を可変移相器３により発生させる。
【０１１６】
なお、一例として、増幅器４で発生する振幅歪を補償するための補正振幅歪特性（前記振
幅歪とは逆の特性）や増幅器４で発生する位相歪を補償するための補正位相歪特性（前記
位相歪とは逆の特性）は予め計算（或いは測定等）されており、例えばレベル検出部５に
よる検出結果の値に対して振幅歪に関する制御値及び位相歪に関する制御値を対応付けて
記憶した補正テーブルが制御部１２のメモリに格納されている。この場合、制御部１２は
、レベル検出部５から入力される検出結果の値（デジタル化されたレベル情報）に対応し
た振幅歪に関する制御値及び位相歪に関する制御値を補正テーブルから読み出して、これ
ら２つの制御値をそれぞれ可変減衰器２を制御するためのデジタル制御信号及び可変移相
器３を制御するためのデジタル制御信号としてそれぞれのＤ／Ａ変換器７、８へ出力する
。
【０１１７】
また、制御部１２では、例えば歪抽出手段６から入力される信号から歪成分（使用帯域外
の信号成分）のレベル（例えば電力レベル）を検出して、当該検出されるレベルが小さく
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（好ましくは、最小と）なるように（つまり、歪補償量が大きくなるように）上記した補
正テーブルの内容を更新することもでき、これにより、歪補償の精度を向上させることが
できる。また、このように補正すべき値（補正テーブルの内容）を適応的に更新すること
ができることから、例えば温度特性の変化や経年変化によって生じる微小な遅延時間の誤
差に対処することが可能なプリディストーションを提供することもできる。
【０１１８】
また、制御部１２は、上記した各位相調整手段１０、１１に対して制御信号を出力するこ
とにより、当該各位相調整手段１０、１１により行われる（クロック信号の）位相調整を
制御する。この場合、本例の制御部１２では、上記した歪抽出手段６から入力される信号
から検出される歪成分のレベルが小さく（好ましくは、最小と）なるように、前記位相調
整を制御する。
【０１１９】
ここで、本発明の特徴的な構成部分である上記した２つの位相調整手段１０、１１につい
て詳しく説明する。
すなわち、上記従来例で示したのと同様に、本例においても、デジタル領域におけるプリ
ディストーションの準備時間の間、遅延手段１では送信信号が遅延させられる。理想的に
は、送信信号を構成する任意の信号部分に関して、当該信号部分が遅延手段１を介して可
変減衰器２や可変移相器３に入力されるタイミングと、当該信号部分のレベルに基づいて
制御部１２により可変減衰器２や可変移相器３が制御されるタイミングとは同時刻である
ことが要求される。本例では、遅延手段１による遅延時間の誤差が比較的大きいことから
、このような（微小な）タイミングの調整を２つの位相調整手段１０、１１により行う。
【０１２０】
具体的には、一般に、デジタル回路及びアナログインタフェースであるＡ／Ｄ変換器やＤ
／Ａ変換器には、クロックが供給される。
一例として、８０ＭＨｚのクロック信号がクロック源９から各ブロックへ分配されて供給
されているとすると、当該クロック信号の周期が１２．５ｎｓｅｃであることから、（正
転クロック信号のみでは）１２．５ｎｓｅｃ単位でしか（相対）遅延時間の調整をするこ
とができない。また、例えばインバータを用いて反転クロック信号を生成して利用すると
６．２５（＝１２．５／２）ｎｓｅｃ単位での制御が可能となるが、いずれにしても、６
．２５ｎｓｅｃ単位での遅延時間調整が限界である。
【０１２１】
しかしながら、上記課題で述べたように、一例として、本件の発明者らが想定した増幅装
置（なお、一例であって、本発明は、ここで挙げる例に限られない）を検討した結果によ
ると、実際のプリディストーションにおける遅延時間の調整としては、５００ｐｓｅｃ程
度の単位で遅延時間を調整することが必要となる。
【０１２２】
そこで、本例の増幅装置では、２つの位相調整手段１０、１１を備えており、それぞれの
位相調整手段１０により、クロック源９からのクロック信号とは独立な位相のクロック信
号を生成する。つまり、本例では、クロック源９から出力されるクロック信号が各位相調
整手段１０、１１に入力され、各位相調整手段１０、１１では当該クロック信号の位相が
微妙（微小）に調整されて各Ｄ／Ａ変換器７、８へ供給される。
【０１２３】
本例では、このような構成によって、例えば遅延手段１による遅延時間が短すぎたり長す
ぎたりするような場合であっても、制御部１２からの制御信号で各位相調整手段１０、１
１を制御することにより、比較的容易に遅延時間（可変減衰器２や可変移相器３の制御タ
イミング）を微妙（微小）に補正することが可能である。
【０１２４】
そして、この結果として、送信信号を構成する各信号部分に対してプリディストーション
処理を行うべきタイミングに正しくプリディストーション処理を実行することができ、こ
れにより、増幅器４の出力信号中に残留して含まれる帯域外漏洩電力を十分に低減させる
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ことができる。また、従来では、例えば熟練者が半日近くもかけて上記した遅延時間を微
妙（微小）に調整することもあったが、本例の増幅装置では、このような微調整が（例え
ば制御部１２により自動的に）容易に実現される。
【０１２５】
なお、本例では、好ましい態様として、２つのＤ／Ａ変換器７、８のそれぞれに対して独
立に、処理タイミングの調整が行われている。これに対して、例えばデジタル回路の入力
段となるＡ／Ｄ変換時（例えばレベル検出部５からの検出結果の出力時など）にタイミン
グ調整が行われる構成では、２つのＤ／Ａ変換器７、８のいずれかに適するようにタイミ
ングを与えることは可能だが、２つのＤ／Ａ変換器７、８のそれぞれに適した（異なる）
タイミングを与えることはできない。
【０１２６】
つまり、本例の構成では、可変減衰器２や可変移相器３の直前に設けられている２つのＤ
／Ａ変換器７、８のそれぞれに関して遅延時間の調整が（同時に）行われるため、例えば
デジタル回路中での線路差による遅延時間を調整することが可能であり、これにより、各
Ｄ／Ａ変換器７、８までの経路による微妙（微小）な時間差を吸収してなくすことが可能
である。
【０１２７】
また、本例の構成では、遅延手段１から出力される信号が可変減衰器２により処理される
タイミングと当該信号が可変移相器３により処理されるタイミングとの間にはずれ（オフ
セット時間）があるため、例えば、各Ｄ／Ａ変換器７、８に与えられるクロック信号（タ
イミング信号）の位相が当該ずれに相当する分だけずらされるのが好ましい。
【０１２８】
次に、上記した各位相調整手段１０、１１の具体的な回路構成例や動作例を示す。なお、
本例では、各位相調整手段１０、１１の回路構成としては同様な構成が用いられるため、
以下では、一方の位相調整手段１０を代表させて、これらの回路構成例を示す。
【０１２９】
図２には、位相調整手段１０の回路構成の一例を示してあり、この位相調整手段１０は、
可変（利得）増幅器２１とリミッタ２２とを直列に接続して構成されている。
可変増幅器２１は、制御部１２から入力される制御信号（例えば制御電圧）に応じて利得
（ゲイン）が変化する特性を有しており、クロック源９から入力されるクロック信号を制
御部１２により制御される利得で増幅し、当該増幅信号をリミッタ２２へ出力する。
【０１３０】
リミッタ２２は、例えば（固定的に設定された）所定の閾値以上のレベルを有する信号が
入力される場合に当該信号のレベルを全て同一のレベル（例えば当該閾値に相当するレベ
ル）として出力する特性を有しており、可変増幅器２１から入力される増幅信号のレベル
を当該特性により制限し、当該制限した増幅信号をＤ／Ａ変換器７（位相調整手段１１に
関してはＤ／Ａ変換器８）へ出力する。
【０１３１】
図３を参照して、上記図２に示した回路の動作例を示す。なお、同図（ａ）～同図（ｄ）
中のグラフでは、横軸は時刻を示しており、縦軸は信号の電圧レベルを示している。
具体的に、同図（ａ）には、クロック源９から出力されるクロック信号の波形の一例を示
してある。
また、同図（ｂ）には、可変増幅器２１により増幅されたクロック信号の波形の一例を示
してある。
【０１３２】
また、同図（ｃ）には、増幅されたクロック信号がリミッタ２２により処理された後の信
号の波形の一例を実線で示してあり、また、説明の便宜上から、当該増幅されたクロック
信号の波形の一例を点線で示してあるとともに、リミッタ２２に設定された閾値の一例を
示してある。同図（ｄ）に示されるように、リミッタ２２の閾値以上のレベルとなる入力
信号は全て所定のレベル（オン状態）にクリップされるため、リミッタ２２からは矩形波
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の信号が出力される。
【０１３３】
また、同図（ｄ）には、同図（ｃ）に示した場合と比べて可変増幅器２１の利得が低く制
御された場合に関して、増幅されたクロック信号がリミッタ２２により処理された後の信
号の波形の一例を実線で示してあり、また、説明の便宜上から、当該増幅されたクロック
信号の波形の一例を点線で示してあるとともに、リミッタ２２に設定された閾値（同図（
ｃ）の場合と同じ値）の一例を示してある。
【０１３４】
同図（ｄ）に示されるように、可変増幅器２１の利得が比較的低い場合には、リミッタ２
２に入力される正弦波のレベルが相対的に或る程度大きくなったところでそのレベルがク
リップされる。このように、可変増幅器２１の利得を変化させると、リミッタ２２から出
力される信号がオン状態となる時間の幅が当該利得に応じて変化する。
【０１３５】
例えば、同図（ｃ）及び同図（ｄ）中に破線で示したように、可変増幅器２１の利得が異
なる２つの場合に関してリミッタ２２により増幅信号のレベルがクリップされる時間を比
較すると、リミッタ２２から出力される信号の位相が当該利得に応じてずれることになる
。
【０１３６】
本例では、制御部１２により可変増幅器２１の利得（つまり、増幅後のクロック信号の電
圧レベル）を制御して、位相が変移させられたクロック信号（タイミング信号）を生成し
て当該信号をＤ／Ａ変換器７の入力クロックとして用いることにより、当該Ｄ／Ａ変換器
７の動作タイミングを（微）調整することが可能である。つまり、Ｄ／Ａ変換器７は例え
ば入力されるクロック信号の立ち上がり（或いは、立ち下がり）のタイミングで動作する
ことから、当該Ｄ／Ａ変換器７から（アナログ）制御信号が出力されるタイミングを微妙
（微小）に変移させて調整することが可能となる。
【０１３７】
以上のように、上記図２に示したような位相調整手段１０、１１の構成では、制御部１２
から可変増幅器２１の利得を制御することにより、種々な位相を有するクロック信号（タ
イミング信号）を生成することができ、これにより、遅延時間を微妙（微小）に調整する
ことができる。
【０１３８】
また、図４には、位相調整手段１０の回路構成の他の一例を示してあり、この位相調整手
段１０は、増幅器３１と比較器（コンパレータ）３２とを直列に接続して構成されている
。
増幅器３１は、例えば出力信号の（電圧）レベルが一定となる（例えば増幅のゲインが一
定である）特性を有しており、クロック源９から入力されるクロック信号を増幅し、当該
増幅信号を比較器３２へ出力する。
【０１３９】
なお、上記のような特性を有する増幅器３１は一般にバッファと呼ばれており、このよう
な増幅器３１は、例えば位相調整手段１０がクロック源９から物理的に近い位置に配置さ
れるという条件や、位相調整手段１０への入力信号（本例では、クロック源９からのクロ
ック信号）に減衰が生じないという条件等が満たされる場合には、回路構成中から省略す
ることが可能である。
【０１４０】
比較器３２は、増幅器３１から出力される増幅信号を入力するとともに、制御部１２から
出力される制御信号を入力し、これら２つの信号のレベルの大小を比較して、当該比較結
果を“１”値（例えば、Ｈｉｇｈレベル）と“０”値（例えば、Ｌｏｗレベル）とから成
る信号としてＤ／Ａ変換器７へ出力する。
【０１４１】
具体的には、本例では、制御部１２から比較器３２に入力される制御信号の（電圧）レベ
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ルは当該比較器３２における閾値として用いられており、当該比較器３２では、増幅器３
１から入力される信号の（電圧）レベルが当該閾値以上である場合にオン信号（本例では
、“１”値の信号）を出力する一方、当該レベルが当該閾値未満である場合にオフ信号（
本例では、“０”値の信号）を出力する。
【０１４２】
また、図５には、位相調整手段１０の回路構成の他の一例を示してあり、この位相調整手
段１０は、増幅器４１とリミッタ４２とを直列に接続して構成されている。
増幅器４１は、例えば出力信号の（電圧）レベルが一定となる（例えば増幅のゲインが一
定である）特性を有しており、クロック源９から入力されるクロック信号を増幅し、当該
増幅信号をリミッタ４２へ出力する。
なお、上記図４に示した回路構成に関して述べたのと同様に、このような増幅器４１は、
所定の条件が満たされる場合には、回路構成中から省略することが可能である。
【０１４３】
リミッタ４２は、制御部１２から入力される制御信号に応じて閾値が変化する特性を有す
るとともに、当該閾値以上のレベルを有する信号が入力される場合に当該信号のレベルを
全て同一のレベル（例えば当該閾値に相当するレベル）として出力する特性を有しており
、増幅器４１から入力される増幅信号のレベルを当該特性により制限し、当該制限した増
幅信号をＤ／Ａ変換器７へ出力する。
【０１４４】
具体的には、本例では、制御部１２からの制御（電圧）によりリミッタ４２の閾値が変化
させられ、当該リミッタ４２では、増幅器４１から入力される信号の（電圧）レベルが当
該閾値以上である場合に、当該レベルを制限して所定の（電圧）レベルのオン信号（本例
では、“１”値の信号）を出力する。
【０１４５】
図６を参照して、上記図４や上記図５に示した回路の動作例を示す。ここで、上記図４に
示した回路の動作と上記図５に示した回路の動作とは同様な特徴を有するため、ここでは
、これら２つの回路の動作例をまとめて説明する。なお、同図（ａ）～同図（ｇ）中では
、横方向は時刻を示しており、縦方向は信号の電圧レベルを示している。また、同図（ｆ
）及び同図（ｇ）については後述する。
【０１４６】
具体的に、同図（ａ）には、クロック源９から出力されて増幅器（増幅器３１や増幅器４
１）に入力されるクロック信号の波形の一例を示してある。
また、同図（ｂ）や同図（ｄ）には、増幅器（増幅器３１や増幅器４１）により増幅され
た（例えば固定的に設定された多少のゲインが与えられた）クロック信号の波形の一例を
示してある。
【０１４７】
また、同図（ｃ）や同図（ｅ）には、（比較器３２やリミッタ４２の）閾値を（同図（ｃ
）と同図（ｄ）とで）変化させた場合に、位相調整手段１０（比較器３２やリミッタ４２
）からＤ／Ａ変換器７へ出力される信号の波形の一例を実線で示してあり、また、説明の
便宜上から、増幅器（増幅器３１や増幅器４１）により増幅されたクロック信号の波形の
一例を点線で示してあるとともに、（比較器３１やリミッタ４１に）設定された閾値の一
例を点線で示してある。
【０１４８】
同図（ｃ）や同図（ｅ）に示されるように、上記図４や上記図５に示したような位相調整
手段１０、１１の構成では、制御部１２から比較器３２の閾値やリミッタ４２の閾値を制
御することにより、種々な位相を有するクロック信号（タイミング信号）を生成すること
ができ、これにより、遅延時間を微妙（微小）に調整することができる。つまり、この例
では、増幅器（増幅器３１や増幅器４１）での利得を変化させるのではなく、後段の比較
器３２へのリファレンス電圧の値（閾値）や、後段のリミッタ４２の閾値を変化させるこ
とにより、クロック信号の位相を変化させることができる。
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【０１４９】
また、図７には、位相調整手段１０の回路構成の他の一例を示してあり、この位相調整手
段１０は、可変（利得）増幅器５１とリミッタ５２とフリップフロップ（Ｄ－ＦＦ）５３
とセレクタ５４とを直列に接続して構成されている。
【０１５０】
このような回路構成では、フリップフロップ５３によりクロック信号（タイミング信号）
のデューティを制御することなどが実現される。つまり、上述のように、Ｄ／Ａ変換器７
、８は、入力されるクロック信号（タイミング信号）の立ち上がりや立ち下がりで動作す
るが、現実のＤ／Ａ変換器においては、例えば入力クロックのＨｉｇｈレベル領域やＬｏ
ｗレベル領域に対して最低必要時間（デューティ）が規定されているものがある。この場
合、例えば上記図２や上記図４や上記図６に示したような回路構成では、デューティが変
動してしまうことから位相調整手段１０により変移可能な位相が制限されてしまうことが
生じ得る。そこで、本構成では、上述のようにフリップフロップ５３によりデューティを
整形する。
【０１５１】
可変増幅器５１の機能や動作は例えば上記図２に示した可変増幅器２１の機能や動作と同
様であり、可変増幅器５１は、クロック源９から入力されるクロック信号を制御部１２に
より制御される利得で増幅し、当該増幅信号をリミッタ５２へ出力する。
【０１５２】
リミッタ５２の機能や動作は例えば上記図２に示したリミッタ２２の機能や動作と同様で
あり、リミッタ５２は、可変増幅器５１から入力される増幅信号のレベルを所定の閾値を
もって制限し、当該制限した増幅信号をフリップフロップ５３へ出力する。
【０１５３】
フリップフロップ５３は、２つの入力端と２つの出力端を有しており、リミッタ５２から
出力される信号を一方の入力端から入力するとともに、一方の出力端（反転信号の出力端
）から出力される反転信号を他方の入力端から入力し、当該一方の出力端から当該他方の
入力端及びセレクタ５４へ当該反転信号を出力するとともに、他方の出力端からセレクタ
５４へ正転信号を出力する。
【０１５４】
ここで、上記した正転信号は、例えばリミッタ５２からフリップフロップ５３に入力され
る信号のデューティが当該フリップフロップ５３により変化させられた信号であり、また
、上記した反転信号は、更に当該信号のオンオフが反転させられた信号である。
また、フリップフロップ５３は、一般にデューティを５０％にするために利用されており
、本例のような構成では、後述する図８を用いて示すように、クロック信号（タイミング
信号）のデューティを５０％にすることができる。
【０１５５】
セレクタ５４は、２つの入力端と１つの出力端を有しているとともに、制御部１２からの
制御信号に応じていずれか一方の入力端から入力される信号（のみ）を選択的に出力端か
ら出力するように出力信号を切り替える機能を有している。そして、セレクタ５４は、フ
リップフロップ５３の前記一方の出力端から出力される反転信号を一方の入力端から入力
するとともに、当該フリップフロップ５３の前記他方の出力端から出力される正転信号を
他方の入力端から入力し、制御部１２からの制御に従って、当該反転信号或いは当該正転
信号のいずれか一方をＤ／Ａ変換器７へ出力する。
【０１５６】
図８を参照して、上記図７に示した回路の動作例を示す。なお、同図（ａ）～同図（ｇ）
中では、横方向は時刻を示しており、縦方向は信号の電圧レベルを示している。
具体的に、同図（ａ）には、クロック源９から出力されて可変増幅器５１に入力されるク
ロック信号の波形の一例を示してある。
また、同図（ｂ）や同図（ｄ）には、（同図（ｂ）と同図（ｄ）とで）異なる利得を用い
て可変増幅器５１により増幅されたクロック信号の波形の一例を示してある。
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【０１５７】
また、同図（ｃ）や同図（ｅ）には、それぞれ同図（ｂ）や同図（ｄ）と対応して、増幅
されたクロック信号がリミッタ５２により処理された後の信号の波形の一例を実線で示し
てあり、また、説明の便宜上から、当該増幅されたクロック信号の波形の一例を点線で示
してあるとともに、リミッタ５２に設定された閾値の一例を点線で示してある。
【０１５８】
同図（ｃ）や同図（ｅ）に示されるように、可変増幅器５１の利得を変化させると、生成
されるクロック信号（タイミング信号）の位相が変化すると同時に、当該クロック信号の
デューティが変化してしまう。
【０１５９】
そこで、本例では、フリップフロップ５３により、クロック信号（タイミング信号）のデ
ューティを５０％にする。
具体的に、同図（ｆ）には、リミッタ５２から出力される信号の波形の一例を示してあり
、この段階では、当該信号のデューティは可変増幅器５１から出力される信号の（電圧）
レベルに依存して種々な値となる。
【０１６０】
同図（ｇ）には、フリップフロップ５３から例えば正転信号として出力される信号の波形
の一例を実線で示してあるとともに、説明の便宜上から、当該フリップフロップ５３の前
記一方の入力端に入力される信号の波形の一例（同図（ｆ）に示したもの）を点線で示し
てある。同図（ｇ）に示されるように、フリップフロップ５３から信号が出力される段階
では、当該信号のデューティは５０％となっている。つまり、フリップフロップ５３では
、例えばリミッタ５２から入力される信号の各立ち上がりの時点でオンオフを繰り返す信
号を出力し、このような信号のデューティは５０％となる。
【０１６１】
また、本例では、位相調整手段１０、１１から出力されるクロック信号（タイミング信号
）の立ち上がり時間（或いは、立ち下がり時間）を変移させることで当該信号の位相を変
移させているが、上記したフリップフロップ５３までの回路構成では、位相を１８０°以
上変移させることは難しい。
【０１６２】
そこで、本例では、セレクタ５４により、クロック信号（タイミング信号）の位相を例え
ば３６０°の範囲で制御することを可能とする。
つまり、本例では、一般にフリップフロップ５３からは互いに立ち上がり時間と立ち下が
り時間とが反転した正転信号及び反転信号が出力されることを利用しており、具体的には
、制御部１２によりセレクタ５４を制御して当該正転信号と当該反転信号とのいずれか一
方を当該セレクタ５４から出力することにより、広い範囲での位相調整を実現することが
できる。
【０１６３】
なお、上記図７に示したような回路構成では、上記図８（ｇ）に示されるように各位相調
整手段１０、１１から出力されるクロック信号（タイミング信号）の周期が当該各位相調
整手段１０、１１に入力される（クロック源９からの）クロック信号の周期の２倍となる
ため、例えばＤ／Ａ変換器７、８の入力クロックに必要とされる所要レートの２倍の速度
（つまり、半分の周期）を有するクロック信号を出力するクロック源９が用いられる。具
体例として、Ｄ／Ａ変換器７、８によるＤ／Ａ変換のレートが８０ＭＨｚであれば、１６
０ＭＨｚのクロック信号を出力するクロック源９が用いられる。
【０１６４】
また、上記図７では、上記図２に示したのと同様な回路構成にフリップフロップ５３やセ
レクタ５４を追加した構成を示したが、これと同様に、例えば上記図４に示した比較器３
２の後段や上記図５に示したリミッタ４２の後段にフリップフロップを備えてクロック信
号（タイミング信号）のデューティを調整することも可能であり、また、更に、例えばフ
リップフロップの後段にセレクタを備えて当該クロック信号に関して調整可能な位相範囲
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を拡大することも可能である。
【０１６５】
なお、上記図６（ｆ）には、例えば上記図８（ｆ）に示したのと同様に、比較器３２やリ
ミッタ４２から出力される信号の波形の一例を示してあり、また、上記図６（ｇ）には、
例えば上記図８（ｇ）に示したのと同様に、当該信号のデューティがフリップフロップに
より５０％に変換された信号の波形の一例を実線で示してあるとともに、当該変換前の信
号の波形の一例（図６（ｆ）に示したもの）を点線で示してある。
【０１６６】
次に、図９を参照して、各位相調整手段１０、１１を制御部１２により制御して（相対）
遅延時間を調整する仕方の一例として、摂動法を示す。
すなわち、本例のプリディストーションによる歪補償は、（増幅器４の）被増幅信号の包
絡線に合わせて行われる。このように、測定された包絡線に合わせた歪補償を被増幅信号
に対して行う場合には、歪補償の制御系（制御部１２やＤ／Ａ変換器７、８側の系）と被
増幅信号が流れる主信号系（可変減衰器２や可変移相器３側の系）との間の（相対的な）
遅延時間を調整することが必要である。
【０１６７】
仮に、上記した遅延時間の調整が不完全であれば、その影響により、最終段に備えられた
増幅器４から出力される信号中に歪成分が残存することになる。そして、このような歪成
分の有無などは例えばスペクトルアナライザ等を用いて容易に判断することが可能であり
、本例の制御部１２では、歪抽出手段６を用いて当該歪成分の量をモニタすることにより
、遅延時間の存在に起因した歪残存量を検出している。
【０１６８】
以下で、上記のような遅延時間を調整する仕方の一例として、摂動法による調整例を示す
。
具体的には、摂動法では、次の（１）～（４）の処理を繰り返して行うことにより、遅延
時間を調整する。
【０１６９】
（１）現時点での遅延時間Ｔ（後述する（４）の処理の後には、Ｔ＝Ｔ’）における上記
した歪成分の量をＰ０として保存する。
（２）遅延時間を（＋τ）だけ調整し（つまり、遅延時間を更に遅らせて（Ｔ＋τ）とし
）、その時の歪成分の量をＰ＋として保存する。
（３）上記（２）の処理と共に、遅延時間を（－τ）だけ調整し（つまり、遅延時間を進
ませて（Ｔ－τ）とし）、その時の歪成分の量をＰ－として保存する。
（４）上記した歪量Ｐ＋と上記した歪量Ｐ－との大小を比較して、これらの中で小さい方
の歪量（Ｐ＋、或いは、Ｐ－）に対応した遅延時間を新たな遅延時間Ｔ’（Ｔ’＝Ｔ＋τ
、或いは、Ｔ’＝Ｔ－τ）として保存する。
【０１７０】
上記した（１）～（４）の処理を繰り返して行うと、更新される遅延時間Ｔが最適な状態
に近づいていき、上記した歪量Ｐ０と上記した歪量Ｐ＋、Ｐ－との差が小さくなっていく
。
また、例えば上記した歪量Ｐ０と上記した歪量Ｐ＋、Ｐ－との差が小さくなる度に、上記
（２）の処理や上記（３）の処理で用いられる調整時間を（±τ）から（±τ／２）等へ
と変更して当該調整時間を半減していくようにすると、遅延時間の調整をアダプティブに
行うことが可能となって好ましい。
【０１７１】
ここで、上記図９には、摂動法により遅延時間を調整するイメージの一例を示してあり、
同図中の横軸は（相対）遅延時間を示しており、上方向の縦軸は歪成分の量を示しており
、下方向の縦軸は経過時間を示している。また、同図には、残存する遅延時間に起因して
生じる歪成分（歪抽出手段６により抽出される歪成分）の量を示す曲線Ｐを示してあり、
当該歪成分量が最小となる位置で遅延時間がゼロとなる。
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【０１７２】
具体例として、摂動法では、まず、現時点での遅延時間Ｔの位置を開始点として設定する
（同図中の▲１▼）。
次いで、次の経過時間において、遅延時間（Ｔ＋τ）の位置の歪量と遅延時間（Ｔ－τ）
の位置の歪量との大小を比較し、これらの中で小さい方の歪量に対応した例えば遅延時間
（Ｔ＋τ）を更新後の遅延時間Ｔ’として選択する（同図中の▲２▼）。
【０１７３】
次いで、次の経過時間において、遅延時間（Ｔ＋τ＋τ）の位置の歪量と遅延時間（Ｔ＋
τ－τ）の位置の歪量との大小を比較し、これらの中で小さい方の歪量に対応した例えば
遅延時間（Ｔ＋τ＋τ）を更新後の遅延時間Ｔ’として選択する（同図中の▲３▼）。
【０１７４】
そして、更新される遅延時間が最適な遅延時間（ゼロ）に近づいてきて歪成分量が収束し
てきたことを判定したことに応じて、次の経過時間では、遅延時間（Ｔ＋τ＋τ＋τ／２
）の位置の歪量と遅延時間（Ｔ＋τ＋τ－τ／２）の位置の歪量との大小を比較し、これ
らの中で小さい方の歪量に対応した例えば遅延時間（Ｔ＋τ＋τ－τ／２）を更新後の遅
延時間Ｔ’として選択する（同図中の▲４▼）。
以上のような処理を繰り返して行うことにより、更新される遅延時間を次第に最適な遅延
時間（ゼロ）に近づけることができる。
【０１７５】
なお、上記手段で述べたように、遅延時間は、例えば［１／｛キャリア周波数間隔×キャ
リア数×ｎ｝］秒以内の時間誤差（つまり、本例では、最適な遅延時間であるゼロからの
差）で調整されるのが好ましい。ここで、キャリア周波数間隔やキャリア数は本例の増幅
装置により処理される送信信号に関する値が用いられ、また、ｎとしては８以上の正の数
が設定される。また、（キャリア周波数間隔×キャリア数）は送信信号の帯域に相当する
。
【０１７６】
以上のように、本例の増幅装置に備えられたプリディストータでは、増幅器４により増幅
する送信信号に対して可変減衰器２や可変移相器３により発生させる歪（振幅歪や位相歪
）の量を制御するタイミングを位相調整手段１０、１１により調整することにより、当該
タイミングを微妙（微小）に調整することが可能となり、これにより、高精度な歪補償を
実現することができる。
【０１７７】
具体的には、例えば微小な遅延時間の存在に起因してプリディストーションが正常に行わ
れないようなことを回避することができ、また、例えば従来において長時間を要していた
微小遅延時間の調整処理を短時間で行うことが可能となり、また、これらの結果として、
例えば装置のコストを低減させることも可能である。
【０１７８】
ここで、本例では、増幅器４が本発明に言う（歪補償対象となる）増幅器に相当する。
また、本例では、可変減衰器２や可変移相器３の機能により、本発明に言う歪発生手段が
構成されている。なお、本例では、可変減衰器２や可変移相器３により、外部から入力さ
れるアナログ制御信号に応じて発生させる歪の量が変化する回路が構成されている。
【０１７９】
また、本例では、レベル検出部５の機能により、本発明に言う信号レベル検出手段が構成
されている。
また、本例では、制御部１２や２つのＤ／Ａ変換器７、８の機能により、本発明に言う歪
量制御手段が構成されている。
また、本例では、クロック源９や２つの位相調整手段１０、１１の機能により、本発明に
言う制御タイミング調整手段が構成されている。
【０１８０】
また、本例では、２つのＤ／Ａ変換器７、８の機能により、本発明に言うＤ／Ａ変換手段

10

20

30

40

50

(25) JP 3606573 B2 2005.1.5



が構成されている。
また、本例では、クロック源９の機能により、本発明に言うクロック信号発生手段が構成
されている。
また、本例では、２つの位相調整手段１０、１１がタイミングを調整したクロック信号（
タイミング信号）を生成する機能により、本発明に言うタイミング信号生成手段が構成さ
れている。
【０１８１】
次に、本発明の第２実施例に係る（歪補償）増幅装置を図１０を参照して説明する。
なお、本例の増幅装置は、本発明に係る歪補償装置の一実施例であるプリディストータを
備えており、このプリディストータによりプリディストータ型歪補償方式を用いて増幅器
で発生する歪を補償する。
【０１８２】
上記図１０には、本例のプリディストータを備えた増幅装置（プリディストーション機能
付き増幅器）の回路構成例を示してある。なお、この増幅装置は、例えば移動無線通信シ
ステムの基地局装置や中継局装置の送信部に設けられており、送信対象となる信号（送信
信号）を送信機から入力し、当該信号を増幅器により増幅してアンテナへ出力する。
【０１８３】
同図に示されるように、本例の増幅装置には、遅延手段６１と、可変減衰器６２と、可変
移相器６３と、増幅器６４と、レベル検出部６５と、歪抽出手段６６と、２つのメモリ６
７、６８と、２つのＤ／Ａ変換器６９、７０と、クロック源７１と、２つの位相調整手段
７２、７３と、制御部７４とが備えられている。
【０１８４】
ここで、本例の増幅装置の構成は、可変減衰器６２や可変移相器６３を制御するためのメ
モリ６７、６８が制御部７４の外部に設けられているといった点を除いては、例えば上記
第１実施例の図１に示した増幅装置の構成と同様である。このため、以下では、上記第１
実施例の図１に示した増幅装置と同様な構成部分については詳しい説明を省略し、当該増
幅装置とは異なる構成部分について詳しく説明する。
【０１８５】
すなわち、本例の増幅装置では、可変減衰器６２を制御するための構成として、メモリ６
７が制御部７４とＤ／Ａ変換器６９との間に設けられているとともに、可変移相器６３を
制御するための構成として、メモリ６８が制御部７４とＤ／Ａ変換器７０との間に設けら
れている。また、本例の増幅装置では、レベル検出部６５により信号のレベルを検出した
結果がデジタル値として２つのメモリ６７、６８へ出力される。
【０１８６】
一方のメモリ６７は、可変減衰器６２を制御するためのルックアップテーブル（ＬＵＴ：
Ｌｏｏｋ　Ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）を有しており、このルックアップテーブルには、レベル検
出部６５から出力される（検出結果の）デジタル値と、可変減衰器６２で発生させる振幅
歪を制御するための（デジタル）制御値とが対応付けられて格納されている。ここで、制
御値としては、当該制御値と対応付けられるデジタル値（検出結果）が得られた場合に増
幅器６４で発生する振幅歪をプリディストーションにより補償することができる振幅歪（
前記振幅歪とは逆特性の振幅歪）を実現する値が、例えば予め計算（或いは測定等）され
て格納されている。
【０１８７】
同様に、他方のメモリ６８は、可変移相器６３を制御するためのルックアップテーブル（
ＬＵＴ）を有しており、このルックアップテーブルには、レベル検出部６５から出力され
る（検出結果の）デジタル値と、可変移相器６３で発生させる位相歪を制御するための（
デジタル）制御値とが対応付けられて格納されている。ここで、制御値としては、当該制
御値と対応付けられるデジタル値（検出結果）が得られた場合に増幅器６４で発生する位
相歪をプリディストーションにより補償することができる位相歪（前記位相歪とは逆特性
の位相歪）を実現する値が、例えば予め計算（或いは測定等）されて格納されている。
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【０１８８】
このように、上記した一方のメモリ６７は補正ＡＭ－ＡＭ特性を記憶するルックアップテ
ーブルを有しているとともに、上記した他方のメモリ６８は補正ＡＭ－ＰＭ特性を記憶す
るルックアップテーブルを有している。そして、これらのルックアップテーブルは、レベ
ル検出部６５から入力されるデジタル値（検出結果）をアドレスとして、当該入力アドレ
スと対応した記憶値（制御値）をそれぞれのＤ／Ａ変換器６９、７０へ出力する処理を実
行し、本例では、このような処理により、可変減衰器６２や可変移相器６３による歪発生
量が制御される。
【０１８９】
なお、本例のＤ／Ａ変換器６９、７０は、それぞれのメモリ６７、６８から入力されるデ
ジタル制御信号をアナログ制御信号へ変換して、当該アナログ制御信号を可変減衰器６２
や可変移相器６３へ出力する。
【０１９０】
また、本例では、例えば抽出手段６６を用いて検出される歪成分のレベルに基づいて、上
記した各メモリ６７、６８の記憶内容が制御部７４により適応的に書き換えられる構成と
しており、このような構成により、例えば温度特性の変化や経年変化によって生じる微小
な遅延時間の誤差に対処することが可能なプリディストーションを実現することができる
。
【０１９１】
以上のように、本例の増幅装置では、可変減衰器６２や可変移相器６３を制御するための
メモリ６７、６８が制御部７４とは別個な構成とされて当該制御部７４の外部に配置され
ているため、当該メモリ６７、６８への高速なアクセスが可能となって、処理の効率を向
上させることができる。
ここで、本例では、２つのメモリ６７、６８の機能により、本発明に言うメモリ手段が構
成されている。
【０１９２】
一例として、本例の増幅装置では、８０ＭＨｚで動作するデジタル部を想定しているが、
一般に、８０ＭＨｚ（１２．５ｎｓｅｃ）程度でのＤ／Ａ変換処理が必要となる場合には
、制御部７４から直接的にアクセスすることが困難であることが生じ得る。なお、この理
由は、制御部７４はデジタル信号処理器（ＤＳＰ）から構成されることが多く、デジタル
信号処理器では入出力レート（外部ハードウエアのアクセススピード）として３０ＭＨｚ
程度が限界だからである。
【０１９３】
これに対して、本例の増幅装置では、上述したように、メモリ６７、６８を制御部７４の
外部に配置することで高速なアクセスが可能となり、例えば広帯域の送信信号を処理する
ような場合においても、微妙（微小）な位相調整（Ｄ／Ａ変換のタイミング調整）を容易
に実現することができる。
【０１９４】
ここで、本発明に係る歪補償装置の構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず
、種々な構成が用いられてもよい。
例えば、プリディストーションを行うための可変減衰器と可変移相器との配置の順序は任
意である。また、例えば、（歪補償の対象となる）増幅器の出力信号から歪成分の信号（
誤差信号）を取得することを実現するための構成や、レベル検出部の構成としては、種々
な構成が用いられてもよい。
【０１９５】
また、例えば、以上の実施例では示さなかったが、Ｄ／Ａ変換器と可変減衰器との間やＤ
／Ａ変換器と可変移相器との間に低域通過フィルタ（ＬＰＦ）を備えて、これらのＤ／Ａ
変換器からの出力信号を当該低域通過フィルタにより平滑化する構成が用いられてもよく
、このような低域通過フィルタの有無は、例えば装置の使用状況等に応じて任意に設定さ
れてもよい。
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【０１９６】
また、本発明に係る歪補償装置の適用分野としては、必ずしも以上に示した分野に限られ
ず、本発明は種々な分野に適用することが可能なものである。
一例として、本発明に係る歪補償装置は、デジタル処理を用いたプリディストータ型歪補
償方式を採用する装置に適用することも可能であり、また、アナログ処理を用いたプリデ
ィストータ型歪補償方式を採用する装置に適用することも可能である。
【０１９７】
また、本発明に係る歪補償装置により行われる各種の処理としては、例えばプロセッサや
メモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがＲＯＭに格納された制御プログ
ラムを実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を
実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。
また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー（登録商標）ディスクやＣＤ
－ＲＯＭ等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体として把握することもでき、当
該制御プログラムを記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることに
より、本発明に係る処理を遂行させることができる。
【０１９８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る歪補償装置によると、例えば増幅器により増幅される
信号に対して可変減衰器や可変移相器により発生させる振幅歪や位相歪の量を、当該増幅
器により増幅される信号のレベルの検出結果に基づいて制御するに際して、当該増幅器で
発生する歪が大きく補償されるように当該制御のタイミングを調整するようにしたため、
当該タイミングを微妙（微小）に調整することが可能となり、これにより、高精度な歪補
償を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例に係るプリディストータを備えた増幅装置の回路構成例を示
す図である。
【図２】位相調整手段の回路構成例を示す図である。
【図３】位相調整手段の動作の一例を説明するための図である。
【図４】位相調整手段の回路構成例を示す図である。
【図５】位相調整手段の回路構成例を示す図である。
【図６】位相調整手段の動作の一例を説明するための図である。
【図７】位相調整手段の回路構成例を示す図である。
【図８】位相調整手段の動作の一例を説明するための図である。
【図９】摂動法により遅延時間を調整するイメージの一例を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施例に係るプリディストータを備えた増幅装置の回路構成例を
示す図である。
【図１１】従来例に係るプリディストータを備えた増幅装置の回路構成例を示す図である
。
【図１２】歪が発生していない信号のスペクトラムの一例を示す図である。
【図１３】歪が発生した信号のスペクトラムの一例を示す図である。
【図１４】歪を補償した信号のスペクトラムの一例を示す図である。
【図１５】遅延時間が振幅歪の補正に対して与えてしまう影響に関する計算機シミュレー
ションの結果の一例を示す図である。
【図１６】遅延時間が位相歪の補正に対して与えてしまう影響に関する計算機シミュレー
ションの結果の一例を示す図である。
【符号の説明】
１、６１・・遅延手段、　２、６２・・可変減衰器（アッテネータ）、
３、６３・・可変移相器、　４、３１、４１、６４・・増幅器、
５、６５・・レベル検出部、　６、６６・・歪抽出手段、
７、８、６９、７０・・Ｄ／Ａ変換器、　９、７１・・クロック源、
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１０、１１、７２、７３・・位相調整手段、　１２、７４・・制御部、
２１、５１・・可変増幅器、　２２、４２、５２・・リミッタ、
３２・・コンパレータ、　５３・・フリップフロップ、　５４・・セレクタ、
６７、６８・・メモリ、

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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